
馬
昂
と
陳
汝
言

―
明
代
天
順
期
の
二
人
の
兵
部
尚
書
を
め
ぐ
っ
て

―

M
aang and C

henruyan: A
 Study on the Bingbushangshu 

in the T
ianshun Period in the M

ing Period

川　
　

越　
　

泰　
　

博

要　
　
　

旨

一
帝
一
紀
元
制
が
創
行
さ
れ
た
明
代
に
お
い
て
、
景
泰
と
い
う
年
号
を
挟
ん
で
、
正
統
と
天
順
と
い
う
二
つ
の
年
号
を
も
つ
皇
帝
が
い
る
。
英
宗

で
あ
る
。
か
れ
は
、
捕
囚
・
譲
位
・
幽
閉
・
復
位
と
め
ま
ぐ
る
し
く
翻
弄
さ
れ
る
と
い
う
数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ
た
。
英
宗
の
復
辟
と
同
時
に
新
年

号
に
決
定
し
た
天
順
は
、
武
力
等
道
に
背
い
た
方
法
で
天
下
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
天
下
を
取
っ
て
か
ら
は
道
理
に
順
っ
て
守
る
と
い
う
意
味
を
込

め
選
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
八
年
間
は
奪
門
の
変
の
功
労
者
た
ち
と
そ
の
反
勢
力
と
の
対
立
抗
争
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
奪
門
勢
力
の
没
落
や
政
治
的

諸
勢
力
の
暗
闘
が
続
い
た
。
こ
の
よ
う
な
相
対
的
不
安
定
が
覆
っ
た
天
順
期
に
兵
部
尚
書
に
相
前
後
し
て
任
用
さ
れ
、
そ
の
重
責
を
担
っ
た
の
が
馬

昂
と
陳
汝
言
で
あ
る
。

本
稿
は
、
と
も
に
知
名
度
が
低
く
、
人
物
事
典
に
そ
の
名
を
見
い
だ
す
こ
と
が
難
し
い
、
こ
の
二
人
を
取
り
上
げ
、
か
れ
ら
の
行
蔵
（
出
処
進
退
）

の
考
察
を
通
し
て
天
順
政
治
裏
面
史
の
一
斑
を
少
し
く
素
描
し
た
。
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は
じ
め
に

明
代
中
期
に
漕
運
の
総
督
や
倭
寇
対
策
等
に
お
い
て
活
躍
し
た
鄭
暁
が
在
任
中
に
の
ぼ
し
た
上
奏
文
は
、
あ
ら
か
た
『
端
簡
公
文
集
』

（
端
簡
は
隆
慶
帝
が
賜
与
し
た
諡
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
随
筆
雑
著
の
類
は
『
今
言
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『
今
言
』
巻
一
に
、

紀
元
に
号
有
る
は
、
漢
の
武
帝
に
始
ま
り
、
今
に
至
る
ま
で
数
百
年
、
正
統
分
裂
し
て
、
僭
逆
凡
そ
幾
ば
く
紀
元
あ
る
か
を
知
ら

ず
。
一
帝
一
紀
元
は
、
実
は
洪
武
よ
り
始
ま
る
。

と
述
べ
て
お
り
、
明
の
太
宗
の
こ
と
を
永
楽
帝
と
か
、
神
宗
の
こ
と
を
万
暦
帝
、
清
の
高
宗
の
こ
と
を
乾
隆
帝
と
い
う
呼
称
法
は
、
明

の
洪
武
帝
に
始
ま
る
の
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
、
明
清
時
代
の
各
年
号
は
、
洪
武
帝
以
後
、
こ
の
「
一
帝
一
紀
元
」
方
式
に
よ
っ
て
、
選
用
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、

年
号
は
当
該
皇
帝
の
治
世
の
全
存
在
を
物
語
る
指
標
と
な
り
、
洪
武
以
前
と
以
後
と
で
は
、
同
じ
年
号
と
い
っ
て
も
、
そ
の
存
在
感
の

重
さ
は
お
お
い
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

馬
昂
、
陳
汝
言
、
石
亨
、
曹
吉
祥
、
奪
門
の
変
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と
こ
ろ
が
、
明
の
英
宗
は
、
例
外
的
に
二
つ
の
年
号
を
も
ち
、
正
統
帝
で
あ
る
と
同
時
に
天
順
帝
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
英
宗
の
数
奇
な
生
涯
に
関
わ
る
。
英
宗
み
ず
か
ら
大
軍
を
率
い
て
親
征
し
、
土
木
堡
（
現
在
の
河
北
省
懐
来
県
西
北
）
に
お

い
て
、
エ
セ
ン
（
也
先
）
の
率
い
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
敗
れ
て
捕
虜
と
な
っ
た
の
は
、
正
統
十
四
年
（
一
四
四
九
）
八
月
十
五
日
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
土
木
の
変
と
い
う
が
、
中
華
王
朝
の
皇
帝
が
、
異
民
族
の
捕
虜
と
な
る
こ
と
は
、
中
国
皇
帝
史
上
、
稀
に
見
る
出
来

事
で
あ
っ
た
。
英
宗
は
、
ま
る
一
年
間
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
捕
囚
の
と
き
を
過
ご
し
、
翌
年
帰
国
し
た
が
、
す
ぐ
さ
ま
南
宮
に
軟
禁

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
に
起
き
た
奪
門
の
変
を
経
て
、
奇
跡
的
に
も
う
一
度
皇
帝
の
座
に
つ
い
た
の
で
、
景
泰

と
い
う
年
号
を
挟
ん
で
、
正
統
（
一
四
三
六
―
一
四
四
九
）
と
天
順
（
一
四
五
七
―
一
四
六
四
）
と
い
う
二
つ
の
年
号
を
も
つ
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
三
十
七
年
と
い
う
決
し
て
長
く
は
な
い
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
英
宗
は
、
捕
囚
・
譲
位
・
幽
閉
・
復
位
と
め
ま
ぐ
る
し

く
翻
弄
さ
れ
る
と
い
う
数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
正
統
・
景
泰
・
天
順
と
い
う
年
号
の
変
転
は
、
ま
さ
し
く
そ
の

よ
う
な
英
宗
の
数
奇
な
る
運
命
そ
の
も
の
の
体
現
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

英
宗
の
復
辟
と
同
時
に
新
年
号
に
決
定
し
た
「
天
順
」
は
、
奪
門
の
変
と
称
さ
れ
る
武
力
行
使
を
経
て
復
辟
し
た
と
い
う
政
治
状
況

と
無
関
係
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
奪
門
の
変
の
功
労
者
た
ち
に
と
っ
て
、
英
宗
の
復
位
は
、「
天
命
に
順
行
」
し
た
行
動
と
い
う
名

分
が
必
要
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
殷
の
湯
王
や
周
の
武
王
の
よ
う
に
、
武
力
な
ど
道
に
背
い
た
方
法
で
天
下
を
取
っ
た
と
し
て
も
、

天
下
を
取
っ
て
か
ら
は
道
理
に
順
っ
て
守
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
逆
取
順
守
）
1
（

」
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
意
匠
と
し
て
、「
天
順
」

と
い
う
年
号
が
選
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
天
順
の
八
年
間
は
、
天
維
（
天
下
の
綱
紀
）
は
順
適
に
は
運
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
英
宗
復
辟
以
後
、
政
治
的
諸
勢

力
の
暗
闘
が
続
い
た
。
天
順
政
治
史
を
大
掴
み
に
い
え
ば
、
奪
門
の
変
の
功
労
者
た
ち
と
そ
の
反
勢
力
と
の
対
立
抗
争
、
な
ら
び
に
奪

馬昂と陳汝言
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門
勢
力
の
没
落
が
そ
の
特
徴
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
相
対
的
不
安
定
が
覆
っ
た
復
辟
皇
帝
の
御
世
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
平
時
に
は
起
こ
り
え
な
い
よ
う
な
事
柄
が
様
々
に
生
じ
た
。
四
牌
楼
殺
賊
事
件
（
曹
欽
の
乱
）
を
中
心
と
す
る
天
順
五
年
（
一
四
六

一
）
の
首
都
騒
乱
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
天
順
政
治
を
揺
る
が
し
た
。

本
稿
は
、
奪
門
の
変
後
の
天
順
期
に
兵
部
尚
書
の
重
責
を
担
っ
た
馬
昂
と
陳
汝
言
の
二
人
を
取
り
上
げ
、
か
れ
ら
の
行
蔵
（
出
処
進

退
）
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
天
順
政
治
裏
面
史
の
一
斑
を
少
し
く
描
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。　

                            

馬
昂
と
陳
汝
言
は
、
相
前
後
し
て
兵
部
尚
書
に
任
用
さ
れ
た
が
、
と
も
に
知
名
度
が
低
く
、
人
物
事
典
に
そ
の
名
を
見
い
だ
す
こ
と

は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
二
人
を
取
り
上
げ
、
考
察
・
検
討
し
た
専
論
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
知
り
え
な
い
。
私
が
こ
の

二
人
に
関
心
を
寄
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
英
宗
が
復
辟
す
る
こ
と
に
な
る
奪
門
の
変
か
ら
そ
の
と
き
の
功
労
者
の
一
人
で

あ
っ
た
司
礼
監
太
監
曹
吉
祥
が
誅
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
天
順
五
年
（
一
四
六
一
）
の
首
都
騒
乱
に
至
る
天
順
政
治
史
を
検
討
し
た
際

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
検
討
結
果
は
、「
天
順
五
年
の
首
都
騒
乱
）
2
（

」
と
い
う
論
題
で
付
印
し
た
が
、
本
稿
は
そ
れ
を
承
け
て
、

そ
の
と
き
に
関
心
を
抱
い
た
馬
昂
と
陳
汝
言
と
い
う
二
人
の
兵
部
尚
書
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

一　

奪
門
の
変
と
そ
の
首
謀
者
た
ち

周
知
の
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
の
回
鑾
以
後
、
南
宮
で
軟
禁
同
然
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
上
皇
英
宗
の
か
つ
ぎ
出
し
を
狙
い
、
武

力
で
南
宮
の
門
を
壊
し
て
、
英
宗
の
復
辟
を
成
功
さ
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
奪
門
の
変
と
呼
ば
れ
る
ク
ー
デ
タ
は
、
景
泰
八
年
（
一
四
五
七
）

正
月
十
七
日
に
起
き
た
。
こ
の
出
来
事
は
、
景
泰
政
権
の
転
覆
、
天
順
政
権
の
成
立
と
い
う
政
治
的
大
変
動
を
生
じ
さ
せ
た
大
事
件
で
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あ
っ
た
。

そ
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
モ
ン
ゴ
ル
に
拉
致
さ
れ
た
中
国
皇
帝　

明
英
宗
の
数
奇
な
る
運
命
）
3
（

』
の
中
で
詳
し
く
ふ
れ
た
の
で
、

屋
上
屋
を
架
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
そ
の
首
謀
者
は
、
武
清
侯
石
亨
、
総
督
の
張
軏
・
張
輗
、
司
礼
監
太
監
曹
吉
祥
、
左
副
都
御
史

徐
有
貞
た
ち
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
景
泰
八
年
（
一
四
五
七
）
一
月
十
六
日
の
夜
、
宮
城
の
諸
門
の
か
ぎ
を
掌
握
し
、
同
夜
、
時
が

四
鼓
（
午
前
二
時
）
を
つ
げ
た
後
、
長
安
門
を
開
い
て
一
味
の
兵
千
人
を
城
内
に
入
れ
、
そ
の
あ
と
ふ
た
た
び
門
を
閉
ざ
し
、
景
泰
帝

派
の
反
撃
を
阻
止
す
る
態
勢
を
と
り
、
英
宗
が
幽
閉
さ
れ
て
い
る
南
宮
の
門
を
毀
し
て
英
宗
に
拝
謁
し
た
。
英
宗
は
、
す
ぐ
に
用
意
さ

れ
た
輿
に
乗
っ
て
、
奉
天
門
に
入
り
、
奉
天
殿
の
玉
座
に
座
る
や
、
復
位
を
宣
し
た
。
ク
ー
デ
タ
は
、
こ
う
し
て
あ
ざ
や
か
に
成
功
し

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
四
日
後
の
二
十
一
日
、
英
宗
は
景
泰
八
年
を
改
め
て
、
天
順
元
年
と
し
た
。

こ
の
ク
ー
デ
タ
は
、
そ
れ
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
一
変
さ
せ
た
。
事
件
関
係
者
は
、
封
爵
や
厚
い
恩
賞
に
与
か
っ
た
。
一
方
、

景
泰
帝
派
の
有
力
者
た
ち
、
于
謙
・
王
文
・
陳
循
・
商
輅
・
王
誠
等
数
十
人
が
逮
捕
さ
れ
、
錦
衣
衛
の
獄
に
下
さ
れ
た
。
翌
二
十
二
日
、

于
謙
・
王
文
・
王
誠
等
は
殺
さ
れ
、
家
産
は
没
収
、
子
弟
は
辺
境
に
流
さ
れ
た
。

政
権
を
支
え
る
六
部
の
尚
書
・
侍
郎
の
陣
容
は
、
一
変
し
た
。
病
臥
の
景
泰
帝
（
二
月
一
日
、
郕
王
に
戻
さ
れ
た
）
は
、
西
宮
に
幽
閉

さ
れ
、
二
月
十
九
日
に
薨
去
し
た
。
齢
三
十
で
あ
っ
た
。
戻
と
諡
さ
れ
た
。
生
前
に
建
設
し
て
い
た
寿
陵
は
壊
さ
れ
、
親
王
の
礼
を
も
っ

て
、
西
山
に
葬
ら
れ
た）

4
（

。

奪
門
の
変
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
い
か
な
る
人
々
で
あ
っ
た
の
か
、
以
下
か
れ
ら
の
伝
記
事
項
に
つ
い
て
簡
単

に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

馬昂と陳汝言
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石
亨
は
、
渭
南
（
陝
西
西
安
府
）
の
人
で
あ
る
。
世
職
で
あ
る
寛
河
衛
（
京
衛
）
の
指
揮
僉
事
を
継
ぎ
、
正
統
の
初
め
に
都
指
揮
僉
事

に
昇
進
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
迎
え
撃
つ
べ
き
編
制
さ
れ
た
英
宗
の
親
征
軍
が
土
木
堡
で
覆
滅
し
、
未
曾
有
の
国
難
が
生
じ
る
と
、
兵

部
尚
書
于
謙
の
推
挙
に
よ
っ
て
都
督
に
任
ぜ
ら
れ）

5
（

、
つ
い
で
武
清
伯
と
な
り
、
さ
ら
に
武
清
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
景
泰
中
に
は
、
太
子

太
師
を
加
え
ら
れ
、
于
謙
が
そ
れ
ま
で
の
京
営
を
改
革
し
て
団
営
を
設
立
す
る
と
、
そ
れ
を
提
督
す
る
に
至
っ
た
。
英
宗
が
復
辟
す
る

と
、
そ
の
功
は
首
と
さ
れ
、
忠
国
公
に
進
爵
さ
れ
た）

6
（

。

張
軏
・
張
輗
は
、
靖
難
の
役
に
お
い
て
戦
死
し
た
河
間
王
張
玉
の
子
た
ち
で
あ
る
。
張
玉
は
燕
王
（
永
楽
帝
）
の
挙
兵
に
従
い
行
動

を
と
も
に
す
る
が
、
建
文
二
年
（
洪
武
三
十
三
、
一
四
〇
〇
）
十
二
月
に
お
け
る
東
昌
（
山
東
）
の
戦
い
で
戦
死
し
た
。
張
玉
が
戦
死
す

る
と
、「
勝
ち
負
け
は
常
の
事
に
し
て
計
る
に
足
ら
ず
。
恨
む
は
玉
を
失
う
こ
と
の
み
。
艱
難
の
際
、
吾
が
良
き
輔
け
を
失
え
り
」
と

慨
嘆
し
た
と
い
う
。
張
玉
に
は
三
子
あ
り
、
そ
の
長
子
は
英
国
公
張
輔
、
次
子
が
張
輗
、
三
男
が
張
軏
で
あ
っ
た
。
張
輗
は
功
臣
の

子
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
神
策
衛
指
揮
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
以
後
中
軍
都
督
府
右
都
督
に
至
り
、
景
泰
三
年
（
一
四
五
二
）
に
太
子
太
保

を
加
え
ら
れ
、
奪
門
の
変
の
功
を
も
っ
て
文
安
伯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
天
順
六
年
（
一
四
六
二
）
に
卒
す
る
と
、
文
安
侯
に
追
贈
せ
ら
れ
、

忠
僖
と
諡
さ
れ
た
。
張
軏
は
、
永
楽
中
、
錦
衣
衛
指
揮
僉
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
宣
徳
帝
の
高
煦
の
乱
討
伐
軍
に
も
加
わ
り
、
以
後
功
を
積

み
、
正
統
中
に
は
前
軍
都
督
府
右
都
督
に
陞
進
し
た
。
奪
門
の
変
後
は
、
太
平
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
天
順
二
年
（
一
四
五
八
）
に
死
去
す

る
と
、
裕
国
公
に
追
贈
さ
れ
、
勇
襄
と
諡
さ
れ
た）

7
（

。

以
上
の
石
亨
・
張
輗
・
張
軏
が
武
官
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
徐
有
貞
は
文
官
で
、
宣
徳
八
年
癸
丑
科
（
一
四
三
三
）
に
お
い
て
第

二
甲
、
進
士
出
身
を
賜
っ
て
い
る
。
呉
（
南
直
隷
蘇
州
府
）
の
人
で
、
天
文
・
地
理
・
兵
法
・
水
利
・
陰
陽
・
方
術
に
通
じ
た
。
正
統

十
二
年
（
一
四
四
七
）、
侍
講
に
進
め
ら
れ
、
土
木
の
変
が
起
こ
る
と
、
星
象
を
験
し
て
南
遷
論
を
唱
え
、
そ
の
奇
異
な
る
説
に
批
難
の
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声
が
あ
が
り
、
太
監
金
英
は
叱
り
、
胡
濙
・
陳
循
は
不
可
と
し
、
そ
の
あ
げ
く
兵
部
侍
郎
于
謙
か
ら
は
、「
南
遷
を
言
う
者
は
、
斬
る

べ
き
な
り
」
と
す
ご
ま
れ
た
。
徐
有
貞
は
意
気
喪
失
し
、
か
つ
于
謙
を
深
く
恨
む
よ
う
に
な
っ
た
。
于
謙
と
対
立
し
た
徐
有
貞
が
そ
の

後
左
副
都
御
史
に
昇
進
し
た
の
は
、
治
水
の
功
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
景
泰
三
年
（
一
四
五
二
）、
右
諭
徳
に
う
つ
る
と
、
左
僉
都
御

史
に
抜
擢
さ
れ
て
、
治
水
工
事
を
任
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
張
秋
河
の
治
水
に
尽
力
し
て
工
事
を
成
し
遂
げ
、
広
済
渠
と
通
源
閘
を
完

成
し
た
。
景
泰
七
年
（
一
四
五
六
）
に
お
け
る
山
東
の
大
水
に
際
し
て
は
、
河
堤
の
多
く
が
決
壊
し
た
が
、
徐
有
貞
の
築
い
た
と
こ
ろ

は
無
事
で
あ
っ
た
の
で
、
景
泰
帝
に
奨
労
を
加
え
ら
れ
、
左
副
都
御
史
に
進
ん
だ
。
そ
の
翌
年
、
景
泰
帝
の
病
気
に
際
し
、
石
亨
、
張

輗
・
張
軏
等
と
と
も
に
上
皇
英
宗
を
迎
え
よ
う
と
計
画
し
て
、
そ
れ
が
成
功
し
、
華
蓋
殿
大
学
士
と
な
り
、
武
功
伯
に
封
ぜ
ら
れ
、
文

淵
閣
の
事
を
掌
っ
た）

8
（

。

曹
吉
祥
は
、
灤
州
（
北
直
隷
永
平
府
）
出
身
の
宦
官
で
あ
っ
た
。
正
統
中
は
、
権
勢
を
振
る
っ
た
太
監
王
振
に
付
し
て
軍
務
に
携
わ
り
、

麓
川
、
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
（
兀
良
哈
）、
鄧
茂
七
の
征
討
に
従
っ
た
。
こ
の
間
、
勇
猛
の
部
将
と
兵
士
を
自
己
の
配
下
と
し
、
そ
の
家
に
武

器
を
蓄
え
、
景
泰
中
、
団
営
が
設
立
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を
掌
り
軍
事
的
実
権
を
掌
握
し
た
。
そ
し
て
、
石
亨
等
と
図
っ
て
上
皇
英
宗
の

復
位
を
成
功
さ
せ
る
と
、
司
礼
監
太
監
と
な
り
、
朝
廷
で
絶
大
な
権
力
を
振
る
う
に
至
っ
た）

9
（

。

景
泰
朝
の
権
臣
于
謙
等
が
処
刑
さ
れ
た
あ
と
、
右
に
述
べ
た
奪
門
功
臣
た
ち
は
、
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
と

り
わ
け
曹
吉
祥
と
石
亨
と
は
権
勢
盛
ん
で
、
曹
石
と
並
称
さ
れ
た
。
か
れ
ら
の
権
力
の
基
盤
は
中
央
軍
を
掌
握
し
て
い
た
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
。
天
順
元
年
（
一
四
五
七
）
に
団
営
が
廃
止
さ
れ
て
三
大
営
に
復
す
る
と
、『
英
宗
実
録
』
天
順
元
年
四
月
癸
丑
の
条
に
、

忠
国
公
石
亨
・
会
昌
侯
孫
継
宗
に
勅
し
て
五
軍
営
を
総
管
せ
し
め
、
太
平
侯
軏マ

マ

・
懐
寧
伯
孫
鏜
に
三
千
営
を
総
管
せ
し
め
、
安
遠
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侯
柳
溥
・
広
寧
侯
劉
安
に
神
機
営
を
総
管
せ
し
め
、
仍
お
太
監
曹
吉
祥
・
劉
永
誠
・
呉
昱
・
王
定
に
命
じ
て
、
同
に
各
営
の
軍
務

を
理
さ
め
し
む
。

と
あ
り
、
当
該
時
点
に
お
け
る
京
営
首
脳
の
陣
容
は
、

五
軍
営　
　
　

忠
国
公
石
亨
・
会
昌
侯
孫
継
宗

三
千
営　
　
　

太
平
侯
張
軏
・
懐
寧
伯
孫
鏜

神
機
営　
　
　

安
遠
侯
柳
溥
・
広
寧
侯
劉
安

で
あ
り
、
こ
の
他
に
太
監
曹
吉
祥
・
劉
永
誠
・
呉
昱
・
王
定
が
提
督
内
臣
と
し
て
配
置
さ
れ
た
。

右
に
挙
げ
た
人
物
中
、
石
亨
・
曹
吉
祥
・
張
軏
は
奪
門
の
変
を
主
導
し
た
人
々
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
同
年
（
天

順
二
年
〔
一
四
五
八
〕）
四
月
に
な
る
と
、
曹
吉
祥
の
姪て
つ

に
あ
た
る
曹
欽
が
、
張
軏
に
代
わ
っ
て
三
千
営
を
領
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
英

宗
実
録
』
天
順
二
年
夏
四
月
甲
子
の
条
に
、

昭
武
伯
曹
欽
に
命
じ
て
、 

同
に
三
千
等
の
営
を
督
せ
し
む
。
時
に
太
平
侯
張
軏
卒
す
。
懐
寧
伯
孫
鏜
、
更
め
て
武
臣
に
命
じ
て
、

同
に
操
練
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
兵
部
尚
書
馬
昂
、
欽
の
名
を
薦
む
。
名
望
素
よ
り
著
し
。
故
に
命
じ
て
之
に
副
え
し
む
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
太
平
侯
張
軏
の
死
去
に
よ
っ
て
、
三
千
営
を
領
す
る
者
が
懐
寧
伯
孫
鏜
一
人
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
空
席
に
曹
欽
が

充
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
張
軏
が
死
去
し
た
の
は
、
そ
の
年
（
天
順
二
年
〔
一
四
五
八
〕）
三
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
薨

卒
伝
は
、『
英
宗
実
録
』
天
順
二
年
三
月
癸
卯
（
十
六
日
）
の
条
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
の
ち
に
石
亨
・
曹
吉
祥
の
粛
清
に
中
心
的
役
割

を
果
た
す
李
賢
が
書
い
た
「
太
平
侯
贈
裕
国
公
諡
勇
襄
張
軏
壙
誌
」（『
国
朝
献
徴
録
』
巻
八
）
に
、

是
の
年
冬
、
公
上
疏
し
て
曰
く
、
臣
、
犬
馬
の
年
六
十
有
五
に
し
て
筋
力
日
々
に
衰
う
。
兵
柄
を
解
か
れ
、
晩
節
を
全
う
せ
ん
こ

と
を
乞
う
、
と
。
上
、
公
に
倚
み
、
允
さ
ず
。

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
そ
の
前
年
か
ら
骸
骨
を
乞
う
て
い
た
が
、
許
さ
れ
ず
に
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
年
が
明
け
る
と
、
病
を
発
症
し
た
。

英
宗
は
御
医
に
命
じ
て
往
診
を
さ
せ
、
中
貴
人
を
派
遣
し
て
薬
餌
を
運
ば
せ
た
が
、
薬
石
の
効
無
く
、
三
月
十
六
日
に
死
去
し
た
。
そ

の
訃
音
が
上
聞
さ
れ
る
と
、
英
宗
は
素
服
に
着
替
え
一
日
朝
を
輟
め
た）
10
（

。

張
軏
の
卒
後
、
そ
の
後
任
と
し
て
、
曹
欽
が
三
千
営
を
領
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
四
月
甲
子
す
な
わ

ち
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
任
人
事
に
関
し
て
、
懐
寧
伯
孫
鏜
が
発
議
し
、
兵
部
尚
書
馬
昂
が
曹
欽
の
名
を
出
し
て
決
定
を
み

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
事
が
推
進
さ
れ
た
の
は
、
曹
吉
祥
と
姪
曹
欽
の
意
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
曹
吉
祥

に
は
、
姪
と
し
て
曹
欽
・
曹
鐸
・
曹
睿
等
が
い
た
が
、
そ
の
中
で
曹
欽
が
嗣
子
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
曹
欽
は
天
順
元
年
（
一
四
五
七
）

正
月
、
奪
門
の
功
を
も
っ
て
、
錦
衣
衛
指
揮
僉
事
か
ら
後
軍
都
督
同
知
に
任
ぜ
ら
れ）
11
（

、
翌
三
月
に
は
左
都
督
に
陞
進
し
た）
12
（

。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
か
ら
五
ヵ
月
が
過
ぎ
た
同
年
八
月
に
は
、
曹
欽
は
、

馬昂と陳汝言

― 189 ―

JICS88_01-07_181-212_T07_Kawagoe_CS6.indd   189 2017/09/15   19:27



臣
が
父
太
監
曹
吉
祥
は
管
操
せ
り
。
臣
の
管
操
せ
し
所
の
遊
撃
営
を
辞
し
、
只
父
に
従
い
て
操
練
せ
ん
こ
と
を
乞
う
）
13
（

。

と
上
奏
し
、
左
都
督
と
し
て
遊
撃
営
を
管
操
す
る
こ
と
よ
り
も
、
四
月
に
新
人
事
が
発
令
さ
れ
た
三
大
営
に
加
わ
る
こ
と
を
希
望
し
て

い
る
。
英
宗
は
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
が
、
十
二
月
に
は
か
か
る
曹
欽
に
対
し
て
昭
武
伯
に
封
じ
て
報
い
て
い
る
。『
英
宗
実
録
』
天

順
元
年
十
二
月
壬
辰
の
条
に
よ
れ
ば
、

太
監
曹
吉
祥
が
嗣
子
左
都
督
欽
を
封
じ
て
昭
武
伯
と
為
し
、
子
孫
世
襲
し
、
三
代
に
追
封
せ
し
む
。
本
身
は
二
死
を
免
じ
、
子
孫

は
一
死
を
免
じ
、
誥
券
を
給
す
。
迎
復
の
功
有
る
を
以
て
な
り
。

と
あ
り
、
昭
武
伯
と
い
う
爵
号
は
子
孫
が
代
々
世
襲
で
あ
り
、
か
つ
先
祖
三
代
に
も
追
封
さ
れ
、
曹
欽
自
身
は
二
死
を
免
ぜ
ら
れ
、
子

孫
は
一
死
を
免
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
厚
遇
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
封
爵
に
伴
う
経
済
的
恩
恵
た
る
禄
米
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
毎
年
一
千
二
百
石

が
支
給
さ
れ
、
そ
の
内
の
四
百
石
は
折
色
で
手
当
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）
14
（

。
曹
欽
に
対
す
封
爵
は
、
い
み
じ
く
も
『
明
史
紀
事

本
末
』
巻
三
十
六
、
曹
石
之
変
の
中
に
、

時
に
吉
祥
は
已
に
司
礼
監
に
晋
み
、
姪
欽
は
昭
武
伯
に
封
ぜ
ら
れ
、
鐸
・
鉉
・
叡
は
皆
都
督
な
り
。
此
れ
内
臣
の
子
弟
の
封
爵
の

始
め
な
り
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
前
例
の
な
い
異
数
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
厚
遇
を
受
け
な
が
ら
、
曹
欽
は
封
爵
さ
れ
て
わ
ず
か
九
日
後
に

は
、
ふ
た
た
び
遊
撃
営
を
領
す
る
こ
と
を
辞
め
た
い
と
上
奏
し
た
た
め
、
英
宗
も
仕
方
な
く
裁
可
し
た
。
今
回
の
辞
職
理
由
は
、『
英

宗
実
録
』
天
順
元
年
十
二
月
庚
子
の
条
に
、

昭
武
伯
曹
欽
、
孱
弱
な
る
こ
と
を
自
陳
し
、
邀
撃
等
の
営
の
官
軍
を
領
す
る
こ
と
を
罷
め
ん
こ
と
を
乞
う
。
之
を
許
す
。

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
理
由
と
し
て
「
孱
弱
」
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。「
孱
弱
」
と
は
、
や
せ
て
か
よ
わ
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

身
体
的
健
康
的
に
弱
質
で
あ
る
こ
と
が
辞
職
を
願
う
理
由
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
れ
ば
、
英
宗
と
し
て
も
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。

有
能
な
指
揮
官
の
要
件
と
は
、
甚
だ
し
い
肉
体
的
困
苦
に
も
耐
え
さ
せ
、
大
い
な
る
危
険
に
直
面
し
て
も
心
の
平
静
を
保
た
せ
、
ま

た
会
戦
に
お
け
る
凄
ま
じ
い
印
象
に
接
し
て
も
判
断
を
誤
る
こ
と
の
な
い
、
戦
争
に
慣
熟
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
曹

欽
が
自
陳
す
る
よ
う
な
「
孱
弱
」
な
る
も
の
は
、
指
揮
官
と
し
て
は
全
く
不
向
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
落
第
で
あ
っ
た
。

無
論
、「
孱
弱
」
な
る
こ
と
は
、
辞
職
せ
ん
が
た
め
の
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
孱
弱
」
な
る
こ
と
が
事

実
で
あ
る
な
ら
ば
、
張
軏
の
後
任
と
し
て
、
兵
部
尚
書
馬
昂
か
ら
三
千
営
に
推
薦
さ
れ
た
と
き
も
、
す
み
や
か
に
辞
退
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
辞
退
し
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
前
引
の
「
臣
が
父
太
監
曹
吉
祥
は
管
操
せ
り
。
臣
の
管
操
せ
し
所
の
遊

撃
営
を
辞
し
、
只
父
に
従
い
て
操
練
せ
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
い
う
上
奏
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
単
な
る
遊
撃
営
の
管
操
か
ら
、
三
大
営

を
節
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
朝
国
軍
の
軍
事
権
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
野
心
が
透
け
て
み
え
る
。
曹
吉
祥
は
提
督
内
臣
と
し
て
、
そ
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の
姪
で
あ
る
と
同
時
に
嗣
子
で
あ
る
曹
欽
が
三
大
営
を
管
操
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
曹
吉
祥
・
曹
欽
父
子
の
、
ひ
い
て
は
奪
門
勢
力
の

軍
事
的
基
盤
を
よ
り
一
層
強
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二　

馬
昂
の
兵
部
尚
書
任
用
と
そ
の
陞
転

そ
れ
で
は
、
兵
部
尚
書
の
馬
昂
は
、
か
か
る
曹
欽
を
張
軏
の
後
任
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
を

全
く
計
量
で
き
ず
に
、
た
だ
純
粋
に
曹
欽
を
推
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

馬
昂
の
推
薦
に
よ
っ
て
、
曹
欽
が
張
軏
の
後
任
が
決
定
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
天
順
二
年
（
一
四
五
八
）
夏
四
月
甲
子
、
す

な
わ
ち
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
推
薦
者
た
る
馬
昂
が
兵
部
尚
書
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
の
二
月
癸
巳
（
四
日
）

の
こ
と
で
、
そ
れ
は
、
先
任
の
兵
部
尚
書
で
あ
っ
た
陳
汝
言
が
六
科
十
三
道
の
給
事
中
・
御
史
の
弾
劾
に
よ
っ
て
下
獄
し
た
の
で
、
そ

の
後
任
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
陳
汝
言
が
受
け
た
弾
劾
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
て
ふ
れ
る
が
、
収
賄
が
弾
劾
さ
れ
の
は
、

天
順
二
年
（
一
四
五
八
）
春
正
月
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た）
15
（

。

陳
汝
言
の
下
獄
に
よ
っ
て
員
欠
（
空
席
）
と
な
っ
た
兵
部
尚
書
に
な
っ
た
の
が
馬
昂
で
あ
っ
た
。
馬
昂
が
兵
部
尚
書
に
任
用
さ
れ
る

に
至
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、『
英
宗
実
録
』
天
順
二
年
二
月
癸
巳
の
条
に
、

都
察
院
左
都
御
史
馬
昂
を
改
め
て
兵
部
尚
書
と
為
す
。
是
よ
り
先
、
上
、
内
閣
臣
李
賢
に
問
う
、
兵
部
に
任
す
べ
き
者
は
誰
ぞ
、

と
。
賢
、
都
御
史
馬
昂
・
寇
深
を
以
て
対
う
。
已
に
し
て
、
復
た
吏
部
等
の
衙
門
の
堂
上
官
に
命
じ
て
推
挙
せ
し
む
。
亦
、
二
人
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の
名
を
擬く
ら

べ
て
進
む
。
遂
に
昂
を
以
て
之
を
為
さ
し
む
。

と
あ
り
、
閣
臣
の
李
賢
が
英
宗
か
ら
兵
部
尚
書
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
問
わ
れ
て
推
薦
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
そ
の
と
き
、
李
賢
が
推

薦
し
た
の
は
、
馬
昂
と
寇
深
の
二
人
で
あ
っ
た
。
英
宗
は
、
さ
ら
に
吏
部
等
の
衙
門
の
堂
上
官
に
推
挙
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
李
賢
の
場

合
と
同
じ
く
、
こ
の
二
人
の
名
が
捧
呈
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
上
奏
結
果
を
踏
ま
え
て
、
英
宗
は
馬
昂
を
兵
部
尚
書
に
任
用
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
衆
目
の
一
致
を
み
た
兵
部
尚
書
任
用
の
事
情
を
勘
案
す
る
と
、
馬
昂
は
決
し
て
凡
庸
な
官
僚
で
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
馬
昂
が
、
張
軏
の
後
任
に
曹
欽
を
推
し
た
の
は
、
兵
部
尚
書
に
着
任
し
て
早
々
の
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
曹
吉
祥
・
曹
欽
父

子
の
か
か
る
野
心
が
見
抜
け
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
馬
昂
は
、
そ
の
よ
う
な
間
抜
け
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

馬
昂
の
前
職
は
、
中
央
の
行
政
や
百
官
の
監
察
に
あ
た
る
都
察
院
の
ト
ッ
プ
た
る
左
都
御
史
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
馬
昂
は
、
張
軏
の
後
任
と
し
て
、
曹
欽
を
「
名
望
素
よ
り
著
し
」
な
る
理
由
を
も
っ
て
推
薦
し
た
。
そ
れ
は
、

真
に
心
か
ら
、
曹
欽
が
力
量
か
ら
み
て
も
最
適
任
と
み
な
し
て
の
推
薦
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を

え
な
い
の
は
、
身
体
的
健
康
的
に
「
孱
弱
」
な
る
こ
と
を
理
由
に
遊
撃
営
の
管
操
を
辞
職
し
た
人
を
、
三
大
営
の
後
任
人
事
に
推
薦
す

る
こ
と
に
論
理
的
矛
盾
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。「
孱
弱
」
な
る
こ
と
を
表
の
理
由
と
し
て
辞
職
し
た
人
を
推
薦
す
る
こ
と
は
、
き
わ

め
て
不
適
切
な
人
事
案
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
奪
門
功
次
と
し
て
は
太
監
中
随
一
で
、
今
や
朝
廷
内
で

絶
大
な
権
力
を
振
る
う
曹
吉
祥
の
裏
工
作
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
意
に
染
ま
な
く
て
も
、
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

名
望
す
な
わ
ち
名
誉
と
人
望
を
兼
ね
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
き
わ
め
て
主
観
的
な
理
由
を
も
っ
て
推
薦
し
た
の
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
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な
裏
事
情
が
、
そ
こ
に
介
在
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て
も
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
な
推
論
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

馬
昂
の
生
前
の
行
状
に
つ
い
て
は
、
劉
珝
の
手
に
な
る
「
資
徳
大
夫
正
治
上
卿
太
子
少
保
戸
部
尚
書
贈
少
保
諡
恭
襄
馬
公
昂
墓
誌
」

（『
国
朝
献
徴
録
』
巻
二
八
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

公
は
諱
昻
、
字
景
高
、
姓
馬
氏
、
其
の
先
は
河
南
祥
符
の
人
、
後
ち
籍
を
河
間
の
滄
州
に
移
す
。
大
父
は
諱
才
興
、
考
は
諱
欽
、

公
の
貴
な
る
を
以
て
、
資
善
大
夫
都
察
院
左
都
御
史
を
累
贈
せ
ら
る
。
祖
妣
は
楊
、
妣
は
秦
、
夫
人
を
贈
せ
る
。
公
は
永
楽
癸
卯
、

鄕
試
に
中
試
し
、
明
年
会
試
に
下
第
し
、
国
子
監
に
入
る
。
宣
徳
丙
午
儀
容
俊
偉
に
し
て
聲
音
宏
亮
な
る
を
以
て
、
行
在
鴻
臚
寺

序
班
を
授
け
ら
る
。
正
統
丁
巳
、
廷
臣
の
薦
め
を
用
っ
て
監
察
御
史
に
陞
せ
ら
る
。
命
を
奉
じ
て
宣
府
大
同
偏
頭
関
の
兵
備
を
整

飭
し
、
及
び
陝
西
淮
揚
徽
州
等
処
を
廵
按
し
、
至
る
所
に
声
有
り
。

と
あ
り
、
永
楽
二
十
一
年
（
一
四
二
三
）
の
郷
試
に
合
格
し
た
も
の
の
、
翌
年
（
一
四
二
四
）
の
会
試
で
は
下
第
し
た
の
で
あ
っ
た
。

会
試
に
及
第
し
た
郷
試
合
格
者
（
挙
人
）
た
ち
は
、
中
式
挙
人
と
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
殿
試
の
試
験
に
臨
み
進
士
と
な
る
。
そ
の
と
き

の
成
績
に
よ
っ
て
第
一
甲
、
第
二
甲
、
第
三
甲
に
分
か
れ
る
。
第
一
甲
三
人
は
進
士
及
第
、
第
二
甲
は
進
士
出
身
、
第
三
甲
は
同
進
士

出
身
と
称
さ
れ
た
。
殿
試
の
席
次
を
示
す
そ
の
名
称
は
、
第
一
甲
の
三
人
、
す
な
わ
ち
状
元
・
榜
眼
・
探
花
の
称
号
と
共
に
、
科
挙
官

僚
に
終
生
つ
き
ま
と
っ
た
。

一
方
、
会
試
で
落
第
し
た
挙
人
は
、
合
格
に
準
ず
る
資
格
を
与
え
ら
れ
、
副
榜
挙
人
あ
る
い
は
乙
榜
挙
人
と
呼
ば
れ
、
彼
等
は
地
方

儒
学
へ
の
任
用
の
途
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
副
榜
挙
人
の
う
ち
、
年
齢
が
三
十
歳
未
満
で
そ
れ
を
希
望
し
な
い
者
は
国
子
監
に
入
学
し
、
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科
挙
へ
の
再
挑
戦
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
国
子
監
へ
の
入
学
を
希
望
し
な
い
者
は
、
地
方
儒
学
へ
任
用
さ
れ
た
の
で
あ
る）
16
（

。

永
楽
二
十
二
年
甲
辰
科
（
一
四
二
四
）
の
会
試
に
お
い
て
不
合
格
と
な
っ
た
馬
昂
は
、
そ
う
し
た
副
榜
（
乙
榜
）
挙
人
の
制
度
を
利
用

し
て
国
子
監
に
入
学
し
た
。
前
引
劉
珝
撰
の
馬
昂
墓
誌
に
は
、
馬
昂
の
生
没
年
を
示
す
記
述
は
な
い
が
、

致
仕
太
子
少
保
戶
部
尚
書
馬
昂
卒
す
。
昂
は
字
志
高
、
直
隸
滄
州
の
人
。
挙
人
に
由
り
て
国
監
に
入
り
、
鴻
臚
寺
序
班
に
選
授
せ

ら
る
。

と
い
う
文
言
に
始
ま
る
『
憲
宗
実
録
』
成
化
十
二
年
五
月
庚
午
の
条
掲
出
の
馬
昂
卒
伝
に
は
、

卒
年
七
十
八
。
訃
聞
す
る
や
、
葬
祭
を
賜
い
、
少
保
を
贈
り
、
恭
襄
と
諡
す
。

と
そ
の
卒
年
を
七
十
八
と
し
て
い
る
。
成
化
十
二
年
（
一
四
七
六
）
に
七
十
八
歳
で
死
去
と
す
る
と
、
そ
の
生
年
は
建
文
元
年
（
一
三
九

九
）、
郷
試
に
合
格
し
た
の
は
二
十
五
歳
、
そ
し
て
会
試
に
下
第
し
た
の
が
二
十
六
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
会
試
に
下
第
し
、
殿
試

の
試
験
に
進
め
な
か
っ
た
馬
昂
は
捲
土
重
来
を
期
し
て
、
三
十
歳
未
満
の
も
の
は
国
子
監
に
入
学
出
来
る
と
い
う
制
度
の
下
、
そ
れ
を

希
望
し
て
国
子
監
に
入
学
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
回
の
科
挙
で
あ
る
宣
徳
二
年
（
一
四
二
七
）
の
丁
未
科
を
待
た
ず

し
て
、
そ
の
前
年
の
宣
徳
元
年
（
一
四
二
六
）
に
、
劉
珝
撰
の
馬
昂
墓
誌
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
儀
容
俊
偉
・
声
音
宏
亮
な
る
を

以
て
」
行
在
鴻
臚
寺
序
班
を
授
け
ら
れ
た
の
を
機
に
官
途
に
就
い
た
。
こ
れ
を
振
り
出
し
に
馬
昂
の
官
界
生
活
が
始
ま
っ
た
。
な
ぜ
宣
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徳
二
年
（
一
四
二
七
）
の
会
試
を
再
受
験
す
る
こ
と
な
く
従
九
品
と
い
う
最
も
官
品
が
低
い
行
在
鴻
臚
寺
序
班
に
就
い
た
の
か
、
そ
の

事
情
は
知
り
え
な
い
が
、
馬
昂
は
以
後
、
目
覚
ま
し
く
累
進
し
て
い
き
、
天
順
二
年
（
一
四
五
八
）
に
は
兵
部
尚
書
に
陞
進
し
た
。

馬
昂
の
こ
の
よ
う
な
栄
進
を
『
国
朝
献
徴
録
』
巻
一
一
七
に
収
録
す
る
「
曹
吉
祥
伝
」
で
は
、

昂
、
挙
人
を
由
る
。
吉
祥
に
付
し
薦
進
せ
ら
る
。
遂
に
亦
た
欽
を
薦
め
て
大
営
の
禁
兵
を
管
せ
し
む
。

と
し
、
曹
吉
祥
の
引
き
で
陞
転
し
、
曹
欽
を
三
大
営
に
推
挙
し
た
の
は
、
そ
の
恩
返
し
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
張

萱
の
『
西
園
聞
見
録
』
巻
一
〇
二
、
内
臣
下
に
お
い
て
も
取
ら
れ
て
い
る
が
、
曹
吉
祥
の
当
時
の
威
勢
を
勘
案
す
れ
ば
、
か
か
る
見
方

も
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。『
明
史
』
巻
三
〇
三
、
曹
吉
祥
伝
に
は
、

門
下
廝
養
の
官
を
冒
す
者
多
く
千
百
人
に
至
る
。
朝
士
、
亦
た
依
付
し
進
を
希
う
者
有
り
、
権
勢
、
石
亨
と
埒ひ
と

し
。
時
に
曹
・
石

と
並
称
す
。

と
あ
り
、
今
を
時
め
く
曹
吉
祥
に
頼
ん
で
栄
達
を
願
う
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
曹
吉
祥
も
そ
れ
ら
の
要
望

に
応
じ
て
動
き
回
っ
た
。
当
然
、
そ
こ
に
は
金
銭
の
授
受
が
介
在
し
た
。
前
述
の
『
国
朝
献
徴
録
』
収
載
の
「
曹
吉
祥
伝
」
に
は
、

吉
祥
の
至

は
な
は
だし

く
文
武
の
臣
僚
を
薦
む
る
は
、
輒
ち
金
銭
を
受
く
れ
ば
な
り
。
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と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
巻
一
〇
に
収
載
す
る
「
昭
武
伯
曹
欽
」
に
も
、

至
し
く
文
武
の
臣
僚
を
薦
む
る
は
、
輒
ち
金
銭
を
受
く
れ
ば
な
り
。

と
ほ
ぼ
同
文
が
み
え
る
け
れ
ど
も
、
多
く
の
文
武
官
僚
が
賄
賂
を
贈
っ
て
、
陞
進
の
助
け
を
得
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
曹
吉
祥

伝
」
や
『
西
園
聞
見
録
』
に
記
載
さ
て
い
る
よ
う
に
、
馬
昂
も
そ
の
よ
う
な
不
正
を
方
法
で
陞
進
し
た
か
ど
う
か
は
、
そ
の
確
た
る
証

拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
曹
欽
を
三
大
営
に
推
薦
し
た
こ
と
は
、
馬
昂
も
ま
た
曹
吉
祥
人
脈
に
つ
な
が
る
人
物
で
あ
っ
た
と
み
な

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

前
引
の
馬
昂
墓
誌
に
、「
正
統
丁
巳
、
廷
臣
の
薦
め
を
用
っ
て
監
察
御
史
に
陞
せ
ら
る
」
と
あ
る
。
正
統
丁
巳
、
す
な
わ
ち
正
統
二

年
（
一
四
三
七
）
に
、
馬
昂
が
行
在
鴻
臚
寺
序
班
か
ら
監
察
御
史
に
陞
転
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
を
推
挙
し
た
廷
臣
が
だ
れ
を
指
し
て

い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
兵
部
尚
書
任
用
に
あ
た
っ
て
そ
れ
を
推
薦
し
た
の
は
曹
吉
祥
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
李
賢
で

あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

英
宗
復
辟
を
成
功
さ
せ
た
奪
門
の
変
か
ら
天
順
五
年
（
一
四
六
一
）
の
首
都
騒
乱
、
す
な
わ
ち
曹
欽
の
乱
に
至
る
天
順
期
の
盤
根
錯

節
し
た
政
治
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
第
一
に
は
奪
門
勢
力
同
士
の
権
力
争
い
、
さ
ら
に
は
奪
門
勢
力
と
文
臣
官
僚
の
対
立
抗
争

が
挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
英
宗
の
無
定
見
ぶ
り
も
、
そ
れ
に
よ
り
一
層
の
拍
車
を
か
け
た
側
面
が
あ
る）
17
（

。
そ
う
し
た
政
治
状
況
に
あ
っ

て
、
李
賢
と
曹
吉
祥
は
、
激
し
く
対
立
し
、
鬩
ぎ
合
う
関
係
に
あ
っ
た
。
馬
昂
が
曹
吉
祥
人
脈
と
し
て
色
濃
く
染
ま
っ
た
人
物
で
あ
れ

ば
、
国
防
の
重
責
を
担
う
兵
部
尚
書
に
推
挙
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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官
僚
と
し
て
は
従
九
品
の
行
在
鴻
臚
寺
序
班
と
い
う
最
も
官
品
が
低
い
官
職
か
ら
出
発
し
た
馬
昂
が
、
い
く
ら
豊
か
な
才
質
を
も
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
兵
部
尚
書
に
上
り
詰
め
る
ま
で
に
は
、
有
力
者
の
引
き
が
無
け
れ
ば
、
数
多
い
る
官
人
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
馬
昂
が
陞
進
す
る
に
あ
た
り
、
曹
吉
祥
の
引
き
を
蒙
っ
た
こ
と
が
一
度
や
二
度
あ
っ
た
あ
ろ
う
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
曹
欽
を
三
千
営
に
推
薦
し
た
一
件
は
、
曹
吉
祥
や
曹
欽
か
ら
頼
ま
れ

て
、
そ
れ
を
断
り
切
れ
ず
に
推
挙
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
馬
昂
卒
伝
（『
憲
宗
実
録
』
成
化
十
二
年
五
月
庚
午
の
条
）
に
は
、
馬
昂

の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
、

凡
そ
事
権
倖
に
関
う
れ
ば
、
則
ち
委
曲
し
て
隨
徇
す
。
惟
だ
、
一
人
の
意
を
拂
う
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
然
れ
ど
も
亦
た
重
き
を
持

し
て
撓
ま
ず
。
其
の
容
気
を
覩
る
者
、
或
は
亦
た
以
て
其
の
心
を
折
伏
す
る
に
足
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
持
重
、
つ
ま
り
正
し
い
道
理
を
守
る
馬
昂
と
い
え
、
当
時
、
司
令
監
太
監
と
し
て
絶
大
な
権
力
を
振
る
い
、
提
督
内

臣
と
し
て
軍
事
も
掌
握
し
た
太
監
曹
吉
祥
の
権
勢
の
下
で
は
、
曹
吉
祥
の
申
し
出
に
対
し
て
、
委
曲
隨
徇
と
あ
る
ご
と
く
、
相
手
に
す

べ
て
ま
か
せ
て
従
う
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
さ
さ
か
余
談
に
な
る
が
、『
平
家
物
語
』
巻
一
の
、

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
。
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
こ
と
を
あ
ら
は
す
。
奢
れ
る
人
も
久
し
か

ら
ず
、
唯
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。
た
け
き
者
も
遂
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
、
偏
へ
に
風
の
前
の
塵
に
同
じ
。
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に
始
ま
る
こ
の
書
き
出
し
は
す
こ
ぶ
る
著
名
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
続
く
の
は
、
冒
頭
部
分
に
比
べ
れ
ば
、
あ
ま
り
人

口
に
膾
炙
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

遠
く
異
朝
を
と
ぶ
ら
へ
ば
、
秦
の
趙
高
、
漢
の
王
莽
、
梁
の
周
伊
、
唐
の
禄
山
、
是
等
は
皆
旧
主
先
皇
の
政
に
も
従
は
ず
、
楽
し

み
を
き
わ
め
、
諫
を
も
思
ひ
入
れ
ず
、
天
下
の
乱
れ
ん
む
事
を
さ
と
ら
ず
し
て
、
民
間
の
愁
ふ
る
所
を
知
ら
ざ
ッ
し
か
ば
、
久
し

か
ら
ず
し
て
、
亡
じ
に
し
者
ど
も
な
り
。（
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
『
平
家
物
語
上
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
四
、
岩
波
書
店
、
一

九
九
一
年
）。  

と
中
国
歴
史
上
の
人
物
が
列
記
さ
れ
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
秦
の
趙
高
、
漢
の
王
莽
、
梁
の
周
伊
、
唐
の
安
禄
山
は
い
ず
れ

も
王
朝
を
危
う
く
し
、
悲
惨
な
末
期
を
迎
え
た
人
々
で
あ
る
。
奪
門
の
変
後
、
権
勢
を
振
る
っ
た
曹
吉
祥
・
曹
欽
父
子
も
ま
た
か
れ
ら

と
同
様
、
悲
惨
な
末
期
で
あ
っ
た
。
反
乱
を
起
こ
し
た
曹
欽
は
天
順
五
年
（
一
四
六
一
）
七
月
二
日
に
敗
死
し
、
曹
吉
祥
は
捕
ら
え
ら

れ
て
獄
に
下
さ
れ
、
誅
殺
さ
れ
た
。
京
営
を
管
操
し
て
軍
事
的
基
盤
を
強
化
し
た
か
れ
ら
が
、
数
年
後
に
は
淪
落
す
る
に
至
る
過
程
と

そ
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
や
や
詳
し
く
考
察
し
た
が）
18
（

、
馬
昂
は
曹
吉
祥
・
曹
欽
父
子
と
と
も
に
淪
落
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

曹
吉
祥
・
曹
欽
父
子
が
悲
惨
な
死
を
遂
げ
た
あ
と
も
兵
部
尚
書
に
在
任
し
、
天
順
八
年
（
一
四
六
四
）
八
月
に
は
、
兵
部
尚
書
か
ら

戸
部
尚
書
に
陞
転
し
た
。
そ
の
人
事
に
つ
い
て
は
、『
憲
宗
実
録
』
天
順
八
年
八
月
辛
卯
の
条
に
、
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兵
部
尚
書
馬
昂
を
戶
部
に
調
し
、
総
督
漕
運
左
副
都
御
史
王
竑
を
召
し
て
兵
部
尚
書
と
為
し
、
廵
撫
宣
府
右
副
都
御
史
李
秉
を
左

都
御
史
と
為
す
。

と
あ
り
、
馬
昂
の
転
出
に
伴
い
兵
部
尚
書
の
後
任
と
し
て
任
用
さ
れ
た
の
は
、
総
督
漕
運
左
副
都
御
史
の
王
竑
で
あ
っ
た
。
兵
部
尚
書

か
ら
戸
部
尚
書
へ
の
転
出
が
陞
転
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
六
部
の
序
列
が
吏
部
・
戸
部
・
礼
部
・
兵
部
・
刑
部
・
工
部
の
順
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
六
部
内
部
の
序
列
で
、
四
番
目
の
兵
部
尚
書
か
ら
吏
部
に
次
ぐ
二
番
目
に
位
置
す
る
戸
部
尚
書
へ
、
馬
昂
が
陞
進
し
た

の
は
英
宗
天
順
帝
が
崩
御
し
、
憲
宗
に
よ
る
成
化
政
権
が
発
足
し
て
、
七
ヶ
月
が
過
ぎ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
す
で
に
齢
六

十
六
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
翌
年
十
二
月
に
は
、
骸
骨
を
乞
う
て
い
る
。
前
引
の
『
憲
宗
実
録
』
成
化
元
年
十
二
月
丙

申
の
条
に
、

太
子
少
保
戶
部
尚
書
馬
昂
、
災
異
あ
る
を
以
て
奏
し
、
休
致
せ
ん
こ
と
を
乞
う
も
、
許
さ
れ
ず
。

と
あ
り
、
戸
部
尚
書
に
就
任
し
て
半
年
余
り
経
っ
た
と
き
、
退
休
せ
ん
こ
と
を
奏
上
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
災
異
が
起
き
た
こ
と

を
退
休
の
名
目
と
し
た
が
、
憲
宗
は
認
め
な
か
っ
た
。

つ
ぎ
に
骸
骨
を
乞
う
た
の
は
、
成
化
三
年
（
一
四
六
七
）
秋
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
致
仕
願
い
は
馬
昂
単
独
で
は
な
く
、

多
く
の
尚
書
と
侍
郎
と
轡
を
な
ら
べ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
致
仕
を
乞
う
た
人
々
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
同
実
録
、
成

化
三
年
秋
七
月
乙
酉
の
条
に
、
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礼
部
尚
書
姚
夔
、
災
異
を
以
て
奏
し
て
致
仕
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
上
曰
く
、
卿
は
謹
慎
に
し
て
老
成
し
、
典
礼
に
明
る
し
。
朕
方

に
倚
任
し
告
閒
を
允
さ
ず
、
と
。
太
子
少
保
戶
部
尚
書
馬
昂
・
提
督
京
儲
戶
部
尚
書
張
睿
倶
に
災
変
を
以
て
致
仕
せ
ん
こ
と
を
乞

う
。
上
、
昂
等
の
歴
練
老
成
な
る
も
精
力
未
だ
衰
え
ざ
る
を
以
て
其
の
辞
を
允
さ
ず
。
時
に
吏
部
左
侍
郎
崔
恭
・
戶
部
左
侍
郎
楊

鼎
・
礼
部
左
侍
郎
鄒
榦
・
掌
光
禄
寺
事
礼
部
右
侍
郎
李
春
・
掌
太
常
寺
事
礼
部
左
侍
郎
李
希
安
・
太
常
寺
卿
万
祺
亦
た
奏
し
て
致

仕
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
皆
な
允
さ
れ
ず
。

と
あ
る
。
致
仕
せ
ん
こ
と
を
上
奏
し
た
の
は
、
礼
部
尚
書
姚
夔
の
他
、
合
わ
せ
て
九
人
に
上
っ
た
。
吏
部
左
侍
郎
崔
恭
等
部
院
侍
郎
た

ち
の
辞
意
表
明
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
礼
部
尚
書
姚
夔
や
戶
部
尚
書
馬
昂
等
と
同
じ
く
災
異
・
災
変
の
故
と
み
な
し
て
も
大

過
な
い
で
あ
ろ
う
。

み
た
び
骸
骨
を
乞
う
た
の
は
、
翌
成
化
四
年
（
一
四
六
八
）
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
も
許
可
さ
れ
な
か
っ
た）
19
（

。
そ
れ
か

ら
ま
た
わ
ず
か
四
ヵ
月
の
日
子
が
経
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
成
化
四
年
（
一
四
六
八
）
秋
七
月
に
ま
た
し
て
も
罷
め
ん
こ
と
を
乞
う
た
。

そ
れ
も
ま
た
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
と
き
の
致
仕
の
請
願
は
、
同
右
書
、
成
化
四
年
秋
七
月
己
巳
の
条
に
、

太
子
少
保
戶
部
尚
書
馬
昂
、
罷
め
ん
こ
と
を
乞
う
も
許
さ
れ
ず
。
時
に
六
科
給
事
中
魏
元
・
十
三
道
監
察
御
史
胡
深
等
言
ら
く
、

大
行
慈
懿
皇
太
后
崩
ず
る
や
、
勅
し
て
多
官
を
し
て
陵
廟
之
事
を
会
議
せ
し
む
。
昂
、
事
難
処
に
有
る
に
因
り
、
当
日
病
に
託
け

て
朝
せ
ず
、
却
っ
て
部
に
在
り
て
管
事
す
。
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と
弾
劾
さ
れ
た
の
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
憲
宗
は
馬
昂
を
手
放
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
辞
意
が
認
め
ら
れ
た
の

は
、
そ
の
二
ヵ
月
後
の
九
月
の
こ
と
で
、
こ
の
と
き
も
、
同
実
録
、
成
化
四
年
九
月
辛
酉
の
条
に
、

戶
部
尚
書
馬
昂
、
致
仕
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
之
を
許
す
。
昂
、
科
道
の
論
ず
る
所
と
為
り
、
再
び
疏
し
以
て
請
う
。
上
、
其
の
旧

臣
な
る
を
以
て
之
を
慰
め
去
ら
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
科
道
官
の
弾
劾
に
曝
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
馬
昂
は
致
仕
を
願
い
、
よ
う
や
く
し
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
齢
七
十
、
古
稀
を
迎
え
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
卒
年
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
成
化
十
二
年
（
一
四
七
六
）、
七
十
八
歳
で

あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
馬
昂
は
、
会
試
に
お
い
て
下
第
し
、
国
子
監
の
監
生
に
な
っ
た
も
の
の
、
つ
い
に
進
士
の
称
号
を

保
持
し
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
初
職
と
し
て
行
在
臚
寺
卿
に
任
用
さ
れ
て
官
界
に
乗
り
出
す
と
、
最
終
官
職
と
し
て
太
子
少
保
戸

部
尚
書
に
ま
で
上
り
詰
め
た
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
そ
の
人
と
な
り
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
引
『
憲
宗
実
録
』
成
化
十
二
年
五
月
庚
午
の
条
に
み
え
る
馬
昂
卒
伝
に
よ
る
と
、

昂
は
儀
表
魁
碩
に
し
て
天
性
孝
友
た
り
。
自
ら
倹
約
を
奉
り
、
官
に
居
り
て
は
才
幹
有
り
。
事
に
遇
え
ば
敢
え
て
為
さ
ん
と
す
。

但
だ
頗
る
智
に
任
せ
、
数
々
時
勢
を
観
る
。
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と
記
さ
て
お
り
、
馬
昂
に
は
才
幹
が
あ
り
、
事
に
当
た
っ
て
は
果
敢
さ
が
あ
る
一
方
、
機
を
窺
う
慎
重
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
そ

う
し
た
し
た
た
か
な
性
格
が
、
馬
昂
を
枢
要
な
地
位
に
押
し
上
げ
、
兵
部
尚
書
在
任
七
年
、
戸
部
尚
書
在
任
五
年
の
十
二
年
の
長
き
に

亘
っ
て
槐
門
棘
路
の
地
位
に
留
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三　

陳
汝
の
兵
部
尚
書
任
用
と
そ
の
獄
死

そ
れ
に
比
べ
て
、
馬
昂
の
前
任
の
兵
部
尚
書
陳
汝
言
の
在
任
期
間
は
、
極
め
て
短
か
っ
た
。
就
任
は
、
天
順
元
年
（
一
四
五
七
）
六

月
十
六
日
）
20
（

、
退
任
は
そ
の
翌
年
の
正
月
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
に
半
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
日
に
、
六
科
十

三
道
の
給
事
中
・
御
史
が
章
を
合
し
て
、
陳
汝
言
を
弾
劾
し
た
か
ら
で
あ
る
。
弾
劾
の
内
容
は
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、
要
約
す
れ
ば
、

① 

寵
を
恃
ん
で
憸
邪
で
あ
り
、
朝
政
を
紊
乱
し
た
こ
と
、

② 

総
兵
等
官
の
楊
能
・
石
彪
・
李
文
・
沐
璘
・
胡
誌
・
王
楨
・
杜
忠
・
曹
安
・
宗
勝
・
周
賢
・
袁
勝
・
石
端
・
胡
鏞
・
趙
宣
等
の
賄

賂
を
受
け
、
そ
の
数
量
は
計
り
知
れ
な
い
こ
と
、

③ 

弟
の
琰
と
理
を
勝
手
に
調
用
し
て
功
次
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鎮
撫
に
冒
陞
さ
せ
、
腹
心
の
都
指
揮
盧
旺
と
と
も
に
、
賄
賂

を
受
け
取
る
窓
口
と
さ
せ
た
こ
と
、

④ 

駙
馬
都
尉
の
邸
宅
に
僭
居
し
た
の
み
な
ら
ず
、
家
屋
を
造
る
の
に
軍
匠
千
余
人
を
私
役
し
た
こ
と
、

等
の
事
項
に
及
び
、
そ
れ
ら
を
挙
げ
て
弾
劾
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
英
宗
は
文
武
の
群
臣
に
指
示
し
、
弾
劾
内
容
を
精
査
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
陳
汝
言
及
び
盧
旺
は
当
に
斬
る
べ
し
、
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陳
琰
・
陳
理
は
革
職
、
楊
能
等
は
当
に
究
治
す
べ
し
と
覆
奏
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
英
宗
が
下
し
た
最
終
処
分
は
、
陳
汝
言
及
び
陳

琰
・
陳
理
は
禁
錮
、
盧
旺
は
死
罪
を
宥
し
て
充
軍
、
楊
能
・
石
彪
等
は
真
実
を
述
べ
て
罪
に
服
し
た
の
で
、
し
ば
ら
く
は
こ
れ
を
宥
し

て
勅
を
下
し
て
再
犯
を
戒
め
る
に
と
ど
め
た）
21
（

。

か
く
し
て
兵
部
尚
書
陳
汝
言
は
錦
衣
衛
獄
に
下
さ
れ
た
。
科
道
官
た
ち
か
ら
、
か
か
る
厳
し
い
弾
劾
を
受
け
た
陳
汝
言
と
は
、
ど
の

よ
う
な
経
歴
の
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
陳
汝
言
の
列
伝
は
、『
明
史
』
に
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
統
七
年
壬
戌
科
（
一

四
四
二
）
に
お
い
て
合
格
し
て
い
る
の
で
、『
正
統
七
年
進
士
登
科
録
』
に
そ
の
家
状
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
付
図
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、
陳
汝
言
は
北
直
隷
潼
関
衛
官
籍
の
人
で
、
字
は
訥
之
、
三
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
逆
算
す
る
と
、
そ
の
生

年
は
永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
）
と
な
る
。
曾
祖
父
の
名
は
宗
虞
、
祖
父
は
興
、
元
朝
の
宛
平
県
達
魯
花
赤
で
あ
っ
た
と
い
う
。
父
は
純
、

母
は
馬
氏
。
永
感
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
と
き
、
す
で
に
祖
父
母
・
父
母
と
も
死
去
し
て
い
た
。
兄
弟
は
兄
に
玘
。
弟
に
琰
と
理
が
い
た
。

か
れ
ら
が
、
前
述
の
陳
汝
言
弾
劾
の
項
目
の
中
で
、
③
「
弟
の
琰
と
理
を
勝
手
に
調
用
し
て
功
次
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鎮
撫
に

冒
陞
さ
せ
た
」
と
あ
る
弟
二
人
で
あ
る
。
先
妻
は
銭
氏
、
継
室
呉
氏
。
陳
汝
言
は
、
国
子
監
生
を
経
て
、
陝
西
郷
試
に
お
い
て
は
第
三

名
、
会
試
に
お
い
て
は
第
六
十
一
名
、
殿
試
に
お
い
て
、
第
三
甲
九
十
六
名
中
、
八
十
二
名
の
成
績
で
正
統
七
年
壬
戌
科
（
一
四
四
二
）

に
合
格
し
た
。
進
士
の
成
績
は
、
こ
の
よ
う
に
孫
山
（
一
番
ビ
リ
の
成
績
）
に
近
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陳
汝
言
が
兵
部
尚

書
に
ま
で
上
り
詰
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、『
英
宗
実
録
』
天
順
元
年
正
月
乙
酉
の
条
に
、

礼
部
祠
祭
郎
中
蕭
聰
を
陞
し
て
本
部
右
侍
郎
と
為
し
、
戸
部
江
西
司
署
郎
中
陳
汝
言
を
本
部
右
侍
郎
と
為
す
。
倶
に
総
兵
官
石
亨

等
に
従
い
、
駕
を
南
城
に
迎
む
る
を
以
て
な
り
。

― 204 ―

JICS88_01-07_181-212_T07_Kawagoe_CS6.indd   204 2017/09/15   19:27



と
あ
り
、
さ
ら
に
同
月
辛
卯
の
条
に
は
、

工
部
左
侍
郎
趙
栄
を
陞
し
て
本
部
尚
書
と
為
し
、
戸
部
浙
江
司
員
外
郎
劉
本
道
を
本
部
右
侍
郎
と
為
し
、
工
部
屯
田
司
主
事
呉
復

を
通
政
司
右
通
政
と
為
し
、
柴
炭
を
専
管
せ
し
め
、
戸
部
右
侍
郎
陳
汝
言
を
調
し
て
兵
部
右
侍
郎
と
為
す
。
倶
に
太
監
吉
祥
等
、

之
を
薦
む
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
奪
門
の
変
に
際
会
し
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。
陳
汝
言
は
、
奪
門
の
変
後
に
行
わ
れ
た
論
功
行
賞
を
軸
と
し
た
大
規
模

な
人
事
に
お
い
て
、
戸
部
江
西
司
署
郎
中
か
ら
戸
部
右
侍
郎
へ
、
戸
部
右
侍
郎
か
ら
兵
部
右
侍
郎
へ
と
短
期
間
に
累
進
・
累
遷
し
て

い
っ
た
。
乙
酉
は
二
十
日
、
辛
卯
は
二
十
六
日
で
あ
る
か
ら
、
一
週
間
足
ら
ず
し
て
、
戸
部
江
西
司
署
郎
中
（
郎
中
は
正
五
品
）
か
ら

兵
部
右
侍
郎
（
正
三
品
）
に
駆
け
上
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
両
方
の
人
事
記
事
に
石
亨
と
曹
吉
祥
の
名
が
あ
る
よ
う
に
、
二
人
の
推
薦

に
よ
っ
て
、
か
か
る
累
進
を
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
陳
汝
言
の
累
進
・
累
遷
に
つ
い
て
、『
国
朝
献
徴
録
』
巻
三
八
掲
出
の

無
名
氏
撰
「
兵
部
尚
書
陳
汝
言
伝
」
に
は
、

時
に
石
亨
、
于
謙
を
殺
す
や
、
初
め
て
志
を
得
、
汝
言
、
之
に
諂
附
し
、
遂
に
兵
部
右
侍
郎
に
遷
り
、
尚
書
に
進
む
。

と
あ
り
、
石
亨
に
媚
び
諂
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

陳
汝
言
が
兵
部
尚
書
に
任
用
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
天
順
元
年
（
一
四
五
七
）
六
月
十
六
日
の
こ
と
で
、『
英
宗
実
録
』
天

馬昂と陳汝言
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順
元
年
六
月
戊
申
の
条
に
、

兵
部
右
侍
郎
陳
汝
言
を
陞
し
て
本
部
尚
書
と
為
し
、
吏
部
驗
封
司
郎
中
郝
璜
を
兵
部
右
侍
郎
と
為
す
。
忠
国
公
石
亨
の
薦
め
に
従

う
な
り
。

と
あ
る
。
こ
の
陞
進
も
ま
た
石
亨
の
後
押
し
の
結
果
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
翰
林
院
修
撰
で
、
内
閣
大
学
士
を
兼
ね
た
岳
正
は
、
陳

汝
言
の
兵
部
尚
書
へ
の
陞
格
を
上
奏
し
て
批
判
し
た
。
こ
の
上
奏
文
の
中
で
、
岳
正
は
、
石
亨
が
ま
さ
に
「
不
軌
」
を
な
さ
ん
と
し
て

い
る
こ
と
、
陳
汝
言
を
兵
部
尚
書
と
す
べ
き
で
な
い
こ
と
、
獄
に
繋
が
れ
て
い
る
徐
有
貞
を
復
用
す
べ
き
こ
と
等
を
主
張
し
た）
22
（

。
英
宗

に
向
か
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
過
激
な
発
言
を
し
た
岳
正
は
、
正
統
十
三
年
戊
辰
科
（
一
四
八
八
）
に
お
い
て
会
試
第
一
、
殿
試
第
三
名

で
あ
っ
た
が
、
石
亨
等
を
批
判
し
た
結
果
、
同
年
七
月
、
広
東
欽
州
同
知
に
謫
任
さ
れ
た）
23
（

。

石
亨
や
陳
汝
言
を
批
判
し
た
岳
正
は
、
広
東
欽
州
同
知
へ
の
遷
謫
で
終
わ
り
を
告
げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
追
い
打
ち
を

か
け
ら
れ
た
。
同
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
陝
西
粛
州
衛
鎮
夷
千
戸
所
の
軍
に
謫
戍
さ
れ
た
。
衛
所
に
お
け
る
最
下
層
の
位
置
に
落
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
憂
き
目
に
あ
っ
た
の
は
、
陳
汝
言
の
報
復
で
あ
っ
た
。
陳
汝
言
の
兵
部
尚
書
陞
進
に
反
対
し
た
岳
正

へ
の
仕
返
し
で
あ
っ
た
。
陳
汝
言
は
、
校
尉
に
岳
正
が
公
主
の
田
を
奪
っ
た
と
密
告
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
錦
衣
衛
獄
に

下
さ
れ
て
、
拷
問
が
加
え
ら
れ
た
あ
げ
く
、
粛
州
衛
鎮
夷
千
戸
所
の
軍
に
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る）
24
（

。

陳
汝
言
の
運
命
が
暗
転
し
た
の
は
、
天
順
二
年
（
一
四
五
八
）
春
正
月
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
六
科
十
三
道

の
給
事
中
・
御
史
に
、
総
兵
等
官
の
楊
能
・
石
彪
・
李
文
・
沐
璘
・
胡
誌
・
王
楨
・
杜
忠
・
曹
安
・
宗
勝
・
周
賢
・
袁
勝
・
石
端
・
胡
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鏞
・
趙
宣
等
か
ら
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
と
弾
劾
さ
れ
た
（
②
参
照
）
が
、
こ
れ
が
契
機
に
な
っ
て
、
収
賄
に
つ
い
て
夥
し
い
弾
劾
・
暴

露
が
な
さ
れ
た
。
陳
汝
言
が
弾
劾
さ
れ
た
収
賄
事
件
を
『
英
宗
実
録
』
か
ら
拾
い
出
す
と
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　

掲
載
日
時　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

贈
賄
者

天
順
二
年
二
月
戊
戌
の
条　
　
　

 

都
督
僉
事
林
宏
、
都
指
揮
使
湛
清
・
陳
善
・
朱
傑
、
都
指
揮
僉
事
李
武
・
王
信
、
指
揮
同
知
凌

錦

　
　
　
　

四
月
己
未
の
条　
　
　

鎮
守
古
北
都
指
揮
僉
事
陳
亮

　
　
　
　

五
月
乙
未
の
条　
　
　

鞏
昌
衛
指
揮
使
种
泰

　
　
　
　
　
　

辛
亥
の
条　
　
　

浙
江
都
指
揮
使
余
春
、
都
指
揮
同
知
金
能

　
　
　
　

六
月
辛
酉
の
条　
　
　

鎮
守
延
安
内
官
王
春
、
都
督
王
禎
、
寧
夏
参
将
馬
譲
、
宣
府
都
督
張
林

　
　
　
　
　
　

辛
巳
の
条　
　
　

陝
西
都
指
揮
同
知
陳
傑
、
署
都
指
揮
僉
事
単
広

　
　
　
　

七
月
庚
寅
の
条　
　
　

陝
西
守
備
孤
山
堡
都
指
揮
同
知
楊
政

　
　
　
　
　
　

己
亥
の
条　
　
　

広
東
帯
俸
都
指
揮
使
干
羽

　
　
　
　

八
月
己
未
の
条　
　
　

雲
南
都
指
揮
同
知
高
遠

　
　
　
　
　
　

甲
戌
の
条　
　
　

都
督
杜
忠

　
　
　

十
二
月
乙
亥
の
条　
　
　

鎮
守
寧
夏
都
督
僉
事
馬
譲
の
子
隆

　
　

三
年
三
月
丙
申
の
条　
　
　

四
川
都
指
揮
僉
事
呉
栄
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五
月
辛
丑
の
条　
　
　

河
南
衛
都
指
揮
僉
事
陳
昇

　
　

五
年
四
月
己
亥
の
条　
　
　

浙
江
都
司
署
都
指
揮
僉
事
臧
寧

贈
賄
の
状
況
を
み
る
と
、
前
述
の
②
に
挙
げ
ら
れ
た
事
例
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
陳
汝
言
が
下
獄
し

た
と
き
、
そ
の
家
財
は
没
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
居
宅
の
廡
下
（
の
き
し
た
）
に
は
金
帛
他
貨
数
十
百
万
が
積
み
上
げ
ら

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る）
25
（

。

そ
れ
で
は
な
ぜ
陳
汝
言
は
、
兵
部
尚
書
在
任
半
年
に
し
て
、
弾
劾
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
言
路
の
官
の
弾
劾
は
、
使
命
感
な
の
か
、
そ
れ
と
も
権
力
闘
争
の
発
露
な
の
か
、
と
も
か
く
も
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
今
言
及
し
て
い
る
陳
汝
言
に
対
す
る
弾
劾
の
場
合
は
、
石
亨
・
曹
吉
祥
等
の
奪
門
勢
力
と
文
臣
官
僚
勢
力
と
の
対
立
抗
争
の
構

図
と
無
関
係
の
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
。
文
臣
官
僚
勢
力
が
石
亨
追
い
落
と
し
を
遠
謀
深
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
石
亨
を
直
接
批
判

す
れ
ば
、
石
亨
の
巻
き
返
し
に
遇
う
可
能
性
な
し
と
は
し
な
い
の
で
、
石
亨
の
後
押
し
で
兵
部
尚
書
に
陞
進
し
た
陳
汝
言
を
弾
劾
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
石
亨
と
そ
の
従
子
で
あ
る
石
彪
を
間
接
的
に
批
判
す
る
手
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
贈
賄
側
の
一
人
と
し
て
、
石
彪
の
名

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
そ
の
他
大
勢
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
な
い
。
本
当
の
狙
い
は
、
石
彪
、
ひ
い
て
は
石
亨
に
あ
っ
た
。

か
か
る
狙
い
を
も
っ
た
天
順
二
年
（
一
四
五
八
）
春
正
月
二
日
に
お
け
る
六
科
十
三
道
の
給
事
中
・
御
史
に
よ
る
陳
汝
言
弾
劾
は
、
結
果

と
し
て
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
陳
汝
言
と
そ
の
弟
の
陳
琰
・
陳
理
は
禁
錮
、
盧
旺
は
死
罪
を
宥
し
て
充
軍
、
楊
能
・
石
彪
等
は
真

実
を
述
べ
て
罪
に
服
し
た
の
で
、
し
ば
ら
く
は
こ
れ
を
宥
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
石
彪
は
か
ら
く
も
連
座
す
る
の
を
免
れ
た
。

だ
が
し
か
し
、
そ
の
半
年
後
、
す
な
わ
ち
天
順
二
年
（
一
四
五
八
）
秋
七
月
、
六
科
給
事
中
は
、
直
接
石
彪
を
弾
劾
し
た
。
定
遠
伯

― 208 ―

JICS88_01-07_181-212_T07_Kawagoe_CS6.indd   208 2017/09/15   19:27



石
彪
は
、
わ
ず
か
な
功
績
で
も
っ
て
大
官
を
超
列
し
た
が
、
疎
庸
に
し
て
礼
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
劾
奏
し
た
の
で
あ
る
。
六
科
給

事
中
の
こ
の
弾
劾
が
な
さ
れ
る
と
、
十
三
道
監
察
御
史
も
ま
た
そ
れ
に
続
け
て
糾
劾
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
英
宗
は
、
石
彪
を
し
て

「
改
過
自
新
」
せ
し
め
る
と
い
う
条
件
で
石
彪
を
宥
し
た）
26
（

。
六
科
給
事
中
・
十
三
道
監
察
御
史
の
劾
奏
は
、
却
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
は
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
は
、
公
然
た
る
石
彪
弾
劾
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
石
亨
の
淪
落
の
始
ま
り
で

も
あ
っ
た
が
、
そ
の
最
初
は
石
亨
が
後
押
し
し
た
陳
汝
言
を
弾
劾
す
る
と
い
う
意
外
な
形
で
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た）
27
（

。

石
亨
淪
落
の
き
っ
か
け
を
作
る
と
い
う
負
の
役
割
を
担
っ
た
陳
汝
言
は
、
石
亨
は
獄
死
、
曹
吉
祥
は
誅
殺
さ
れ
た
あ
と
も
獄
中
で
過
ご

し
、
そ
の
間
恩
赦
を
冀
い
な
が
ら
、
天
順
五
年
（
一
四
六
一
）
十
二
月
二
十
二
日
、
つ
い
に
痩
死
し
た
。『
英
宗
実
録
』
に
載
せ
ら
れ
た

卒
伝
で
は
、
そ
の
人
物
像
を
「
人
と
為
り
は
険
譎
に
し
て
口
弁
有
り
、
姦
偽
鄙
褻
の
之
を
為
ざ
る
は
無
し
」
と
し
、
酷
評
さ
れ
て
い
る
。

陳
汝
言
の
獄
死
が
伝
わ
る
と
、
天
下
で
快
と
称
し
な
か
っ
た
も
の
は
い
な
か
っ
た
と
い
う）
28
（

。
陳
汝
言
が
汚
名
を
負
う
て
こ
の
世
を
去
っ

た
の
は
、
五
十
七
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

陳
汝
言
と
馬
昂
が
兵
部
尚
書
に
在
任
し
た
天
順
の
御
世
は
、
繁
劇
紛
擾
な
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
源
は
土
木
の
変
に
よ
っ
て
英
宗
が

モ
ン
ゴ
ル
軍
に
捕
囚
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
景
泰
政
権
が
樹
立
さ
れ
て
以
後
、
奪
門
の
変
・
曹
欽
の
乱
と
混
乱
し
た
相

対
的
に
不
安
定
な
政
治
状
況
に
覆
わ
れ
た
。
あ
ま
り
の
多
く
の
官
僚
・
武
臣
等
の
血
が
流
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
奪
門
の
変
か
ら
曹
欽
の

乱
へ
至
る
政
治
闘
闘
争
期
に
、
陳
汝
言
と
馬
昂
は
相
継
い
で
兵
部
尚
書
に
任
用
さ
れ
た
。
そ
の
任
用
も
政
治
闘
争
の
所
産
と
し
て
の
人

馬昂と陳汝言

― 209 ―

JICS88_01-07_181-212_T07_Kawagoe_CS6.indd   209 2017/09/15   19:27



事
で
あ
り
、
陳
汝
言
は
殿
試
の
試
験
で
は
孫
山
に
近
い
成
績
な
が
ら
兵
部
尚
書
に
、
馬
昂
は
会
試
に
落
ち
て
、
監
生
の
と
き
に
え
た
鴻

臚
寺
序
班
か
ら
累
遷
し
て
兵
部
尚
書
に
就
任
し
た
。
ち
な
み
に
、
陳
汝
言
が
進
士
に
な
っ
た
と
き
の
第
一
甲
三
名
と
は
劉
儼
、
呂
原
、

黄
諫
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
最
終
官
職
を
み
る
と
、
状
元
の
劉
儼
は
太
常
寺
少
卿
兼
翰
林
侍
読
、
榜
眼
の
呂
原
は
翰
林
院
学
士
、
探
花
の

黄
諫
は
翰
林
院
学
士
に
進
む
も
広
州
府
判
に
謫
さ
れ
て
い
る）
29
（

。
こ
れ
を
み
れ
ば
最
後
は
獄
死
し
た
と
は
い
え
、
殿
試
の
成
績
の
振
る
わ

な
か
っ
た
陳
汝
言
の
兵
部
尚
書
就
任
は
、
異
例
の
累
遷
の
部
類
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
陳
汝
言
の
そ
う
し
た
果
報
も
果
報
負
け
も
、
政
治

党
争
が
尖
鋭
化
し
た
時
代
に
生
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
天
順
期
の
苛
烈
な
時
代
に
生
き
て
、
と
も
に
兵
部
尚

書
に
任
用
さ
れ
た
陳
汝
言
と
馬
昂
と
の
間
で
は
、
そ
の
後
の
人
生
に
お
い
て
、
な
ぜ
鮮
や
か
な
ほ
ど
明
暗
が
分
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
そ
の
人
の
人
と
な
り
、
人
間
関
係
、
政
治
信
条
等
、
多
く
の
要
因
が
複
合
的
に
絡
ん
だ
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
ま
で
踏
み
込

む
に
は
紙
幅
の
余
裕
が
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
陳
汝
言
と
馬
昂
の
生
涯
を
素
描
し
た
だ
け
で
満
足
し
、
一
旦
擱
筆
す
る
こ
と
に
す
る
。

註
（
1
） 

「
逆
取
順
守
」
と
い
う
用
語
は
、
漢
の
高
祖
に
仕
え
た
政
治
家
陸
賈
の
言
葉
で
、『
史
記
』
巻
九
十
七
、
陸
賈
列
伝
、『
漢
書
』
巻
四
十
三
、

陸
賈
列
伝
に
あ
る
が
、
そ
の
他
『
旧
唐
書
』
巻
二
十
下
、
哀
帝
本
紀
を
は
じ
め
、
正
史
の
中
に
頻
出
す
る
。

（
2
） 

拙
稿
「
天
順
五
年
の
首
都
騒
乱
」『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
第
五
五
号
、
二
〇
一
〇
年
。

（
3
） 

拙
著
『
モ
ン
ゴ
ル
に
拉
致
さ
れ
た
中
国
皇
帝　

明
英
宗
の
数
奇
な
る
運
命
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
三
年
。

（
4
）  

同
右
書
、
二
〇
四
―
二
〇
六
頁
。

（
5
） 

土
木
の
変
以
後
、
石
亨
が
表
舞
台
に
再
登
場
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ふ
た
た
び
の
「
兵
戈
槍
攘
」
に
つ
い
て
」『
中
央
大
学
ア
ジ

ア
史
研
究
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
五
年
、
六
四
―
六
六
頁
参
照
。
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（
6
） 

『
明
史
』
巻
一
七
三
、
石
亨
伝
。

（
7
） 

同
右
書
、
巻
一
四
五
、
張
輗
伝
、
張
軏
伝
。

（
8
） 

同
右
書
、
巻
一
七
一
、
徐
有
貞
伝
。

（
9
） 
同
右
書
、
巻
三
〇
四
、
曹
吉
祥
伝
。

（
10
） 
「
太
平
侯
贈
裕
国
公
諡
勇
襄
張
軏
壙
誌
」 

、『
英
宗
実
録
』
天
順
二
年
三
月
癸
卯
の
条
、
参
照
。

（
11
） 

『
英
宗
実
録
』
天
順
元
年
正
月
丁
亥
の
条
。

（
12
） 

同
右
書
、
天
順
元
年
三
月
辛
巳
の
条
。

（
13
） 

同
右
書
、
天
順
元
年
八
月
甲
辰
の
条
。

（
14
） 

同
右
書
、
天
順
元
年
十
二
月
丁
酉
の
条
。

（
15
） 

同
右
書
、
天
順
二
年
春
正
月
辛
酉
の
条
。

（
16
） 

副
榜
挙
人
の
そ
の
後
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
渡
昌
弘
「
明
代
国
子
監
入
学
者
の
一
検
討
」『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
一
二
輯
、
二

〇
一
六
年
、
三
二
四
―
三
三
〇
頁
に
詳
し
い
。

（
17
） 

前
掲
拙
稿
「
天
順
五
年
の
首
都
騒
乱
」
参
照
。

（
18
） 

同
右
。

（
19
） 

『
憲
宗
実
録
』
成
化
四
年
三
月
己
巳
の
条
。

（
20
） 

『
英
宗
実
録
』
天
順
元
年
六
月
戊
申
の
条
。

（
21
） 

同
右
、
天
順
二
年
春
正
月
辛
酉
の
条
。

（
22
） 

同
右
、
天
順
元
年
秋
七
月
辛
未
の
条
。

（
23
） 

岳
正
に
対
す
る
処
分
は
、
か
れ
一
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
姻
戚
に
も
及
び
、
大
理
寺
右
少
卿
翟
敬
は
南
京
大
理
寺
に
、
戸
部
福
建
司
主
事
宋
璽

は
福
建
延
平
府
通
判
に
左
遷
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
翟
敬
が
南
京
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
石
亨
に
諂
い
求
め
た
た
め
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。『
英
宗
実
録
』
天
順
元
年
八
月
己
亥
の
条
、
参
照
。

（
24
） 

『
英
宗
実
録
』
天
順
元
年
九
月
庚
寅
の
条
、
な
ら
び
に
『
憲
宗
実
録
』
成
化
五
年
閏
二
月
己
巳
の
条
に
載
せ
る
岳
正
の
薨
卒
伝
を
参
照
。

（
25
） 

『
国
朝
献
徴
録
』
巻
三
八
、
兵
部
尚
書
陳
汝
言
伝
。
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（
26
） 

『
英
宗
実
録
』
天
順
二
年
秋
七
月
辛
卯
の
条
。

（
27
） 

以
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
天
順
五
年
の
首
都
騒
乱
」
参
照
。

（
28
） 
『
英
宗
実
録
』
天
順
五
年
十
二
月
戊
子
の
条
。

（
29
） 
い
ず
れ
も
『
明
人
伝
記
資
料
索
引
』
国
立
中
央
図
書
館
編
印
、
一
九
六
五
年
に
拠
る
。

【
付
図
】『
正
統
七
年
進
士
登
科
録
』
陳
汝
言
の
項
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